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少子化問題への対応として、次代を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境を整備すべく、

国、地方公共団体、事業主それぞれの果たすべき役割等を定めた「次世代育成支援対策推進法（次

世代法）」が２００３年に公布されました。企業はこの法律に基づき、仕事と子育ての両立を図

るために必要な雇用環境の整備等について「一般事業主行動計画（行動計画）」を策定すること

とされており、本会は２００５年から行動計画を策定しております。 

また、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整

備するため、２０１５年９月４日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活

躍推進法）」が公布され、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定が義務づけられました。 

両行動計画は重複する取組領域があることから、本会では一体の行動計画を策定しております

が、行動計画の期間終了に伴い、改めて次のとおり行動計画を策定し、取組みを推進することと

いたしました。 

 

  

行動計画 

 

１．計画期間  ２０２２年４月１日～２０２５年３月３１日 

 

２．目 標 

職員全員が働きやすい環境を整備することにより、職員が仕事と育児・介護を両立させるこ

とができ、男女共に職業生活において十分に能力を発揮し、活躍できるようにするため、次の

ように行動計画を策定する。 

 

３．行動計画（次世代育成支援対策推進法第８期／女性活躍推進法第３期 行動計画） 

 

行動計画 目標 

男性の育児休職・関連休暇の取得促進 

初 年 度：制度周知、利用促進 

次 年 度：育休 30%、関連休暇 80% 

最終年度：育休 50%、関連休暇 100% 

「仕事と育児・介護の両立」に関する研修受講 受講率 70％以上（年１回実施） 

年間 48回以上のノー残業デー設定・実施 
最低実施率 50％ 

全体の実施率 70％以上 

年３回の「年休取得強化月間」の設定・実施 
最低実施率 50％ 

全体の実施率 70％以上 

５営業日以上の連続休暇の取得 
組合員 100％ 

全体の取得率 80％以上 

以 上 


